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第１章 請求、返戻及び再請求に係る基本事項 

 

１ ファイル形態 

「保険薬局から審査支払機関への請求」、「審査支払機関から保険薬局への返戻」及び「保険薬局から審査支払機

関への返戻分の再請求」別に、記録条件仕様を定める。 

 

（１） 保険薬局から審査支払機関への請求 

      保険薬局から審査支払機関に最初に請求を行う場合（以下「一次請求」という。）の記録条件仕様は、「電子情

報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費

用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」の別添１－３「オンライン又は光ディスク

等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）」（以下「一次請求記録条件仕様」という。）に記述されているとこ

ろである。 

※上記について、本記録条件仕様において「請求データ」という。 

 

（２） 審査支払機関から保険薬局への返戻 

一次請求に係るレセプトを審査支払機関において返戻する場合（以下「一次請求返戻分レセプト」という。）、

レセプト単位の請求データ、返戻理由データ、履歴管理ブロック（履歴請求データ、履歴返戻理由データ及びチェ

ックデータ）に保険薬局単位の返戻薬局データ（ファイルの先頭）及び返戻合計データ（ファイルの最後）を付加

した返戻ファイルを保険薬局に返戻する。 

 

（３） 保険薬局から審査支払機関への返戻分の再請求 

一次請求返戻分レセプトを審査支払機関に再請求する場合、第１章－１－（２）の返戻ファイルの、請求データ

（履歴管理ブロックの履歴請求データを除く。）を修正し、返戻理由データ（履歴管理ブロックの履歴返戻データ

を除く。）を削除した再請求ファイルを審査支払機関に請求する。 

なお、当該ファイルについては、第１章－１－（１）の請求ファイルに含めて記録することが可能である。 

 

２ ファイル単位の記録データ 

各ファイルで記録されるデータは次のとおりとする。 

ファイル名 作成者 受領者 状態 記録データ 備考 

請求ファイル 
保険 

薬局 

審査支

払機関 

保険薬局からの

一次請求 
薬局情報、請求データ、調剤
報酬請求書情報 

一次請求記録条件仕様のとおりとする 

返戻ファイル 
審査支

払機関 

保険 

薬局 

保険薬局への一

次請求返戻 

返戻薬局データ、請求デー
タ、返戻理由データ、履歴管
理ブロック、返戻合計データ

履歴管理ブロックは、履歴請求データ、
履歴返戻理由データ、チェックデータ、
履歴管理情報とする 

再請求 

ファイル 

保険 

薬局 

審査支

払機関 

保険薬局からの

一次請求返戻の

再請求 

薬局情報、請求データ、履歴
管理ブロック、調剤報酬請求
書情報 

履歴管理ブロックは、履歴請求データ、
履歴返戻理由データ、チェックデータ、
履歴管理情報とする 
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３ 電子レセプトの記録イメージ 

一次請求、一次請求返戻及び一次請求返戻の再請求の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 
 
 
 
 
 
 

険 
 
 
 
 
 
 

薬 
 
 
 
 
 
 

局 

審 
 
 
 
 
 
 

査 
 
 
 
 
 
 

支 
 
 
 
 
 
 

払 
 
 
 
 
 
 

機 
 
 
 
 
 
 

関 

保 
 
 
 
 
 
 
 
 

険 
 
 
 
 
 
 
 
 

者 
 
 
 
 
 
 
 
 

等 

請求ファイル 

 

 履歴管理
ブロック 

注 薬局情報レコード及び調剤報酬請求書レコード又は返戻薬局レコード及び返戻合計レコードは、複数

レセプトの場合、それぞれファイルの先頭及び最後に記録する。 

 
請求データＡ 

薬局情報レコード

調剤報酬請求書レコード

返戻ファイル 

再請求ファイル 

 
履歴請求データＡ 

 

チェックデータ 

薬局情報レコード 

履歴返戻理由データ（Ａ）

履
歴
管
理
情
報

調剤報酬請求書レコード 

 
請求データＢ ※ 

返戻ファイル 

再請求ファイル 

 
履歴請求データＡ 

 

返戻薬局レコード 

履歴返戻理由データ（Ａ）

チェックデータ 

履歴返戻理由データ（Ｂ）

 
請求データＢ 

チェックデータ 

 
履歴請求データＢ 

履
歴
管
理
情
報

返戻理由データ（Ｂ） 

返戻合計レコード 

※ 請求データAを修

正し、請求データB

とする（返戻理由デ

ータ（Ａ)は削除す

る） 

※ 請求データBを修

正し、請求データCと

する（返戻理由デー

タ（Ｂ)は削除する） 

 
履歴請求データＡ 

 

薬局情報レコード 

履歴返戻理由データ（Ａ）

 
履歴請求データＢ 

 

チェックデータ 

履歴返戻理由データ（Ｂ）

チェックデータ 

履
歴
管
理
情
報

調剤報酬請求書レコード 

 
請求データＣ ※ 

 
履歴請求データＡ 

 
請求データＡ 

返戻薬局レコード 

履歴返戻理由データ（Ａ）

チェックデータ 

履
歴
管
理
情
報

返戻合計レコード 

返戻理由データ（Ａ） 

再請求ファイ

ルの記録例に

ついては３ペ

ージを参照 
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  保険薬局からの返戻再請求分の記録例 

 

 

YK,1,13,4,9999999,レセ電薬局,41908,00,03-1234-5678                               ① 

 

RE,1,4112,41906,レセ電 太郎,1,3361015,,,,,,レセ電病院,港区新橋９－９－９,レセ電一郎,,,,,,,,,,,,,,,,,     ② 

,,,,999-9999,,13441907940000002,, 

HO,06137777,９９９,９９９９９,1,570,,,,,,,, 

SH,01,1,006,,11,,,, 

CZ,1,4190605,4190605,1,30,1,1,01,420000910,77,,,330,,1,430004270,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,， 

IY,1,610443053,1,,,,,, 

IY,1,610432012,1,,,,,, 

IY,1,610463071,1,,,,,, 

SH,02,1,003,,2,,,, 

CZ,1,4190605,4190605,1,5,1,1,02,420000110,25,,,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

IY,1,611180001,3,,,,,, 

SH,03,1,006,,8,,,, 

CZ,1,4190605,4190605,1,5,1,4,01,420000110,,,,40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

IY,1,610463025,1,,,,,, 

KI,,1,1,410000110,42,,1,440000110,1,22,1,440000270,1,22,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

   ,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

⑦ 8,10,0,     RE,1,4112,41906,レセ電 太郎,1,3361015,,,,,,レセ電病院,港区新橋９－９－９,レセ電一郎,,,,     ③ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,999-9999,,13441907940000002,41904 ,  

8,20,0,     HO,06139999,９９９,９９９９９,1,570,,,,,,,, 

8,30,0,     SH,01,1,006,,11,,,, 

8,40,0,     CZ,1,4190605,4190605,1,30,1,1,01,420000910,77,,,330,,1,430004270,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

8,50,0,     IY,1,610443053,1,,,,,, 

8,60,0,     IY,1,610432012,1,,,,,, 

8,70,0,     IY,1,610463071,1,,,,,, 

8,80,0,     SH,02,1,003,,2,,,, 

8,90,0,     CZ,1,4190605,4190605,1,5,1,1,02,420000110,25,,,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

8,100,0,    IY,1,611180001,3,,,,,, 

8,110,0,    SH,03,1,006,,8,,,, 

8,120,0,    CZ,1,4190605,4190605,1,5,1,4,01,420000110,,,,40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

8,130,0,    IY,1,610463025,1,,,,,, 

8,140,0,    KI,,1,1,410000110,42,,1,440000110,1,22,1,440000270,1,22,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

8,150,0,    HR,41907,1,L3087,保険者番号が誤っています。,,,,13441907940000002,,,,              ④ 

 

8,160,0,    RC,abcd1234dcba5678abcd8765dcba99                                ⑤ 

 

  GO,1,570,99                                                 ⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例説明】 

④返 戻 理 由 デ ー タ： 保険者番号誤りにより返戻。 

②修 正 デ ー タ： 保険者番号を「０６１３９９９９」→「０６１３７７７７」に修正して再請求。 

 

凡例： 

①薬局情報レコード 

②請求データ 

③履歴請求データ 

④履歴返戻理由データ 

⑤チェックデータ 

⑥調剤報酬請求書レコード 

⑦履歴管理情報 

※１ 返戻ファイルの請求データ（履歴管理情報のない請

求データ）を修正し、「②請求データ」とする。 

２ ③～⑤は履歴管理ブロック（履歴管理情報⑦を付加

する） 

３ 返戻再請求分の記録条件仕様については、１６ペー

ジを参照 
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第２章 返戻に係る記録条件仕様 

 

１ 電気通信回線 

電気通信回線は、ISDN 回線を利用したダイヤルアップ接続、閉域 IP 網を利用した IP-VPN 接続またはオープンな

ネットワークにおいては IPsec(IETF(Internet Engineering Task Force)において標準とされた、IP(Internet 

Protocol)レベルの暗号化機能。認証や暗号のプロトコル、鍵交換のプロトコル、ヘッダー構造など複数のプロトコ

ルの総称）と IKE(Internet Key Exchange;IPsec で用いるインターネット標準の鍵交換プロトコル)を組み合わせた

接続とする。 

 

２ 記録形式 

ＣＳＶ形式とする。 

 

３ ファイル構成 

ファイル名を“RECEIPTY”とし、拡張名を“HEN”とする。 

 

４ 一次請求に係る返戻ファイル 

   保険薬局から審査支払機関へ請求された「請求データ」について、審査支払機関の処理の結果、保険薬局へ返戻す

る際の記録条件について定める。 

 

（１） 情報表記仕様 

ア 一次請求に係る返戻ファイルの構成 

ファイルの構成は、次のとおりとする。 

 

（ア） ファイルは１ボリューム１ファイルとする。 

 

（イ） １ボリュームに収まらないような保険薬局単位の返戻レセプトは、レセプト単位に分割して別ボリューム

に記録する。 

 

（ウ） ファイルは改行コードにより複数レコードに分割し、レコードの組み合わせにて構成する。 

 

（エ） ファイルは保険薬局単位に１若しくは複数の返戻レセプトを記録し、先頭に返戻薬局データ、最後に返戻

合計データを付加する。 

 

（オ） 返戻薬局データは、返戻薬局レコードで構成する。 

 

（カ） 返戻合計データは、返戻合計レコードで構成する。 

 

（キ） 返戻レセプトは、第１章－１－（１）の請求データに返戻理由データ及び履歴管理ブロックを付加し構成

する。 

 

（ク） 請求データは、一次請求記録条件仕様の第１章に規定する各種レセプト情報で構成する。 

 

（ケ） 返戻理由データは、返戻理由レコードで構成する。（複数記録可能） 

 

（コ） 履歴管理ブロックは、履歴請求データ、履歴返戻理由データ及びチェックデータで構成する。 

 

（サ） 履歴管理ブロックの履歴請求データは、一次請求記録条件仕様の第１章に規定する各種レセプト情報で構

成する。 

 

（シ） 履歴管理ブロックの履歴返戻理由データは、返戻理由レコードで構成する。（複数記録可能） 

 

（ス） 履歴管理ブロックのチェックデータは、レコード管理情報レコードで構成する。 

 

（セ） 履歴管理ブロックの各レコードには、データ識別、行番号及び枝番号で構成する履歴管理情報を付加す

る。レコード先頭１文字目が数字であれば履歴管理ブロックであると判断可能である。 

 

（ソ） ファイル最終レコードは、改行コードの後にファイルの終わりを示す１バイトの文字列（ＥＯＦコード）

を記録する。 
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イ 一次請求に係る返戻ファイル構成イメージ 

一次請求に係る返戻ファイル 

   

 
返戻薬局 

データ 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

返戻合計 

データ 

 

    

 

 返戻薬局 

レコード 

（HY） 

 
請求 

データ 

返戻理由 

データ 

履歴管理 

ブロック 
 

返戻合計 

レコード 

（HG） 

 

 

 
履歴請求 

データ 

履歴返戻理由 

データ 

チェック 

データ 

 

 

 

  

 

レセプト情報 処方情報  請
求
デ
ー
タ 

履
歴
請
求 

デ
ー
タ 

注
１ 

レセプト 

共通 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

国保連

固有情報

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KH) 

処方基本

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤情報

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

摘要欄

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TK) 

基本料

・ 

薬学管理

料ﾚｺｰﾄﾞ

(KI) 

 

 

 

 返
戻
理
由
デ
ー
タ 

履
歴
返
戻
理
由 

デ
ー
タ 

注
１ 

返戻理由 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HR) 

注２ 

 

 
チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

注
１ 

レコード 

管理情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RC) 

 

 

注１ 履歴管理ブロックの、各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

２ 返戻理由データ及び履歴返戻理由データは複数記録する場合がある。 
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ウ レコード形式 

（ア） レコード形式は可変長レコードとし、各レコードの末尾には改行コードを記録する。 

 

（イ） レコードにおける各項目間は、項目の区切りを示す１バイトの文字列（以下「コンマ」という。）で区切

り識別する。 

 

（ウ） 各項目は最大バイト数を規定するのみとする。項目形式が固定の項目については最大バイト数までの記録

を必須とする。項目形式が可変の項目で記録内容が最大桁数に満たない場合は、有効桁数までの記録として

も差し支えないものとする。 

モード毎の有効桁の判断は次のとおりとする。 

 

モード 有  効  桁  の  判  断 

数字モード 上位桁のゼロを除いた数字 

英数モード 有効文字以降に継続する“英数スペース”を除いた英数文字 

英数モード 

（小数点付き数字） 

上位桁のゼロ及び小数点以下の下位桁のゼロを除いた数字（小数点以下が全てゼロの場

合は小数点も除く） 

漢字モード 有効文字以降に継続する“漢字スペース”を除いた漢字文字 

 

（エ） データ及びレコードの種類は、返戻薬局データ（返戻薬局レコード）、請求データ（レセプト共通情報

（レセプト共通レコード）、レセプト情報（保険者レコード、公費レコード及び国保連固有情報レコード）、

処方情報（処方基本レコード、調剤情報レコード、医薬品レコード、特定器材レコード及びコメントレコー

ド）、摘要欄情報（摘要欄レコード）、基本料・薬学管理料情報（基本料・薬学管理料レコード））、返戻

理由データ（返戻理由レコード）、履歴管理ブロック（履歴管理情報が付された履歴請求データ、履歴返戻

理由データ（返戻理由コード）及びチェックデータ（レコード管理情報レコード））及び返戻合計データ

（返戻合計レコード）とする。 

 

 

（オ） 各レコードの先頭にはレコードの識別情報を記録する。ただし、履歴管理ブロックの各レコードの先頭に

は履歴管理情報を記録する。 

レ コ ー ド 種 別 ﾓｰﾄﾞ ﾊﾞｲﾄ 識別情報 備     考 

返戻薬局レコード ＨＹ 保険薬局単位データの先頭に記録必須 

レセプト共通レコード ＲＥ レセプト単位データの先頭に記録必須 

保険者レコード ＨＯ 医療保険レセプトの場合に記録 

公費レコード ＫＯ 公費負担医療レセプトの場合に記録 

レ 

セ 

プ 

ト 

情 

報 
国保連固有情報レコード ＫＨ 国保連固有情報の場合に記録 

処方基本レコード ＳＨ 医薬品の剤形、用法等を記録 

調剤情報レコード ＣＺ １調剤日単位のデータを記録 

医薬品レコード ＩＹ 医薬品を記録 

特定器材レコード ＴＯ 特定器材を記録 

処 

方 

情 

報 

コメントレコード ＣＯ コメントを記録 

摘要欄レコード ＴＫ 摘要欄の内容を記録 

※ 

請
求
デ
ー
タ 

基本料・薬学管理料レコード 

英数 ２ 

ＫＩ 調剤基本料、薬学管理料を記録 
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レ コ ー ド 種 別 ﾓｰﾄﾞ ﾊﾞｲﾄ 識別情報 備     考 

返戻理由レコード ＨＲ  返戻理由を記録 

履歴請求データ ＲＥ等  履歴管理情報の付された※請求データを記録 

返戻理由レコード ＨＲ  履歴管理情報の付された返戻理由レコードを記録 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク レコード管理情報レコード ＲＣ  審査支払機関が当該レセプトを識別する情報を記録

返戻合計レコード 

英数 ２ 

ＨＧ 保険薬局単位データの最後に記録必須 

注 国民健康保険、退職者医療又は後期高齢者医療については、医療保険を国民健康保険、退職者医療又は後期高齢

者医療と読み替える。 

 

（カ） 公費負担医療の併用の場合は公費レコードを複数記録し、「法別番号及び制度の略称表」（診療報酬請求

書等の記載要領）に示す順番により、先順位の公費負担医療を第一公費として最初に記録し、後順位の公費

負担医療を第二公費、第三公費、第四公費として順次記録する。 

 

（キ） レセプト情報は、レセプト種別毎に必要なレコードを記録する。 

レセプト種別毎のレセプト情報の記録条件は、次のとおりとする。 

レ セ プ ト 種 別 保険者レコード 公費レコード 

医療保険単独 ○ × 

医療保険と１～４種の公費負担医療の併用 ○ ○（１～４レコード記録） 

公費負担医療単独 × ○（１レコード記録） 

２～４種の公費負担医療の併用 × ○（２～４レコード記録） 

注１ 国民健康保険、退職者医療又は後期高齢者医療については、医療保険を国民健康保険、退職者医療又は後期

高齢者医療と読み替える。 

２ ○は記録必須を、×は記録不可を示す。 

 

エ 内容を表現する文字の符号 

内容を記録する文字の符号は、ＪＩＳⅩ０２０１－１９７６の８単位符号及びＪＩＳⅩ０２０８－１９８３の

附属書１にて規定されているシフト符号化表現（シフトＪＩＳ）によるものとする。 

なお、内容を記録する文字以外の制御符号は、次のとおりとする。 

符号名称 図形記号 １６進数 ﾊﾞｲﾄ数 用       途 

コンマ , (2C) １ 項目の区切りを表現する。 

引用符 " (22) １ 使用しない。 

改行コード  (0D)(0A) ２ レコードの区切りを表現する。 

ＥＯＦコード  (1A) １ ファイルの終わりを表現する。 

注 １６進数は、０から９及びＡからＦを括弧でくくって表現する。 
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（２） 各種レコードの記録要領に関する事項 

モードは入力する文字の種別、最大バイトは項目の最大バイト数、項目形式は項目長が固定長か可変長かを示

す。   

 

ア 返戻薬局データ 

      返戻薬局レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “HY”を記録する。  

審査支払機関 数字 １ 固定  審査支払機関コード（別表１）を記録する。  

請求年月 数字 ５ 固定

１ 保険薬局が請求処理を行った年月（審査支払機

関が返戻処理を行った年月）を記録する。 

２ 数字“GYYMM”の形式で記録する。 

 

都道府県 数字 ２ 固定
 保険薬局の所在する都道府県コード（別表２）を

記録する。 
 

点数表 数字 １ 固定
 保険薬局が使用する点数表コード（別表３）を記

録する。 
 

薬局コード 数字 ７ 固定
保険薬局について定められた薬局コードを記録す

る。 
 

マルチボリューム識別情

報 
数字 ２ 固定

ボリューム単位毎に“00”から昇順に２桁の連続

番号を記録する。 
 

注 GYYMM の G は年号区分コード（別表４）、YY は和暦年、MM は月を示す。 

 

 

イ 請求データ 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）の「各種レコードの記録要領に関する事項」のイ～カと同じ。 
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ウ 返戻理由データ 

返戻理由レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “HR”を記録する。 

処理年月 数字 ５ 固定

１ 審査支払機関で返戻処理を行った年月を記録す

る。 

２ 数字“GYYMM”の形式で記録する。 

返戻区分 数字 １ 固定 返戻区分コード（別表１７）を記録する。 

返戻事由コード 英数 ５ 可変
審査支払機関が定める返戻事由コードを記録す

る。 

返戻理由 漢字 1000 可変 返戻理由文字列を記録する。 

補足事項 漢字 1000 可変

１ 返戻理由補足情報を記録する。 

２ 返戻理由補足情報がない場合は記録を省略す

る。 

補正情報 数字 １ 可変

１ 一次請求において補正があり、増減点連絡書が

送付された場合、“1”を記録する。 

２ 一次請求で補正がなかった場合は、記録を省略

する。 

増減点連絡書年月 数字 ５ 可変

１ 一次請求において補正があり増減点連絡書が送

付された、処理年月を“GYYMM”の形式で記録す

る。 

２ 一次請求で補正がなかった場合は記録を省略す

る。 

 

検索番号 数字 ３０ 可変

請求データのレセプト共通レコードの検索番号と

同じ検索番号を記録する。（１７～３０桁で構成す

る。） 

 

審査支払機関か

ら返戻される返

戻ファイル及び

審査支払機関に

再請求する再請

求ファイルに記

録する。 

複数レセプト検索番号 数字 ３０ 可変

１ 同一理由により複数レセプトを同時返戻する場

合、相手レセプトの検索番号を記録する。 

２ 単一レセプトのみ返戻の場合は、記録を省略す

る。 

予備 英数 ５ 可変 記録を省略する。 

予備 

英数 

又は 

漢字 

１０ 可変 記録を省略する。 

予備 

英数 

又は 

漢字 

３０ 可変 記録を省略する。 

 

注 GYYMMのGは年号区分コード（別表４）、YYは和暦年、MMは月を示す。 
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エ 履歴管理ブロックの記録要領に関する事項 

履歴管理ブロックには履歴管理情報として、各レコード先頭にデータ識別、行番号及び枝番号を記録する。 

   

（ア） 履歴請求データ 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

データ識別 数字 ２ 可変 データ識別コード（別表１８）を記録する。 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

請求データ 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）の

「各種レコードの記録要領に関する事項」のイ～カ

と同じ。 

 

 

 

（イ） 履歴返戻理由データ 

返戻理由レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目 

形式 記  録  内  容 備  考 

データ識別 数字 ２ 可変 データ識別コード（別表１８）を記録する。 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

返戻理由データ 
第２章－４－（２）－ウの「返戻理由データ」の

「返戻理由レコード」と同じ。 

 

 

 

（ウ） チェックデータ 

レコード管理情報レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

データ識別 数字 ２ 可変 データ識別コード（別表１８）を記録する。 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “RC”を記録する。 

管理情報 英数 100 可変
審査支払機関が当該レセプトを識別する情報を記

録する。 
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オ 返戻合計データ 

返戻合計レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “HG”を記録する。 

総件数 数字 ６ 可変

１ 保険薬局単位のレセプト件数を合計して記録す

る。 

２ 有効桁数が６桁に満たない場合は、有効桁まで

の記録としても差し支えない。 

３ 複数ボリュームに分割して記録した場合、保険

薬局単位の最終ボリューム以外は、記録を省略す

る。 

総合計点数 数字 １０ 可変

１ 保険薬局単位の各レセプトの主保険に係る合計

点数を合算して記録する。 

２ 有効桁数が１０桁に満たない場合は、有効桁ま

での記録としても差し支えない。 

３ 複数ボリュームに分割して記録した場合、保険

薬局単位の最終ボリューム以外は、記録を省略す

る。 

マルチボリューム識別情

報 数字 ２ 固定

保険薬局単位に、最終ボリューム以外の場合は“

01”から昇順に２桁の連続番号を記録し、最終ボリ

ュームの場合は“99”を記録する。 

 

注 総件数及び総合計点数の集計方法については、一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）－キの「調剤報酬請求

書情報」の「調剤報酬請求書レコード」の注と同じ。 
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第３章 再請求に係る記録条件仕様 

 

１ 電気通信回線 

電気通信回線は、ISDN 回線を利用したダイヤルアップ接続、閉域 IP 網を利用した IP-VPN 接続またはオープンなネ

ットワークにおいては IPsec(IETF(Internet Engineering Task Force)において標準とされた、IP(Internet Protocol)

レベルの暗号化機能。認証や暗号のプロトコル、鍵交換のプロトコル、ヘッダー構造など複数のプロトコルの総称）

と IKE(Internet Key Exchange;IPsec で用いるインターネット標準の鍵交換プロトコル)を組み合わせた接続とする。 

 

２ 記録形式 

ＣＳＶ形式とする。 

  

３ ファイル構成 

ファイル名を“RECEIPTY”とし、拡張名を“CYO”とする。 

 

４ 一次請求返戻分に係る再請求ファイル 

審査支払機関から保険薬局へ返戻された「一次請求に係る返戻ファイル」について、保険薬局が審査支払機関へ再

請求する際の記録条件について定める。 

 

（１） 情報表記仕様 

ア 一次請求返戻分に係る再請求ファイルの構成 

 ファイルの構成は、次のとおりとする。 

 

（ア） ファイルは１ボリューム１ファイルとし、一次請求に係る請求データと同じファイルに含めて記録すること

が可能である。 

 

（イ） １ボリュームに収まらないような保険薬局単位の再請求レセプトは、レセプト単位に分割して別ボリューム

に記録する。 

 

（ウ） ファイルは改行コードにより複数レコードに分割し、レコードの組み合わせにて構成する。 

 

（エ） ファイルは保険薬局単位に１若しくは複数の再請求レセプトを記録し、先頭に薬局情報、最後に調剤報酬請

求書情報を付加する。 

 

（オ） 薬局情報は、薬局情報レコードで構成する。 

 

（カ） 調剤報酬請求書情報は、調剤報酬請求書レコードで構成する。 

 

（キ） 再請求レセプトは、第１章－１－（１）の請求データに履歴管理ブロックを付加し構成する。 

 

（ク） 請求データは、一次請求記録条件仕様の第１章に規定する各種レセプト情報で構成する。 

 

（ケ） 履歴管理ブロックは、履歴請求データ、履歴返戻理由データ及びチェックデータで構成する。 

 

（コ） 履歴管理ブロックの履歴請求データは、一次請求記録条件仕様の第１章に規定する各種レセプト情報で構成

する。 

 

    （サ） 履歴管理ブロックの履歴返戻理由データは、返戻理由レコードで構成する。（複数記録可能） 

 

（シ） 履歴管理ブロックのチェックデータは、レコード管理情報レコードで構成する。 

 

（ス） 履歴管理ブロックの各レコードには、データ識別、行番号及び枝番号で構成する履歴管理情報を付加する。

レコード先頭１文字目が数字であれば履歴管理ブロックであると判断可能である。 

 

（セ） ファイル最終レコードは、改行コードの後にファイルの終わりを示す１バイトの文字列（ＥＯＦコード）を

記録する。 
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イ 一次請求返戻分に係る再請求ファイル構成イメージ 

一次請求返戻分に係る再請求ファイル 

  

 

薬局情報 レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 
調剤報酬請求書

情報 

 

      

 薬局情報 

レコード 

(YK) 

 
請求 

データ 

履歴管理 

ブロック 
 

調剤報酬請求書

レコード 

(GO) 

 

 

 
履歴請求 

データ 

履歴返戻理由

データ 

チェック 

データ 

 

 

 

 

レセプト情報 処方情報  請
求
デ
ー
タ 

履
歴
請
求 

デ
ー
タ 

注
１

レセプト 

共通 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

国保連 

固有情報

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KH) 

処方基本

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SH) 

調剤情報

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

摘要欄

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TK) 

基本料

・ 

薬学管理

料ﾚｺｰﾄﾞ

(KI) 

 

 

 履
歴
返
戻
理
由 

デ
ー
タ 

 
 

注
１ 

返戻理由 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HR) 

注２ 

 

 チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 注

１ 

レコード 

管理情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RC) 

 

 

注１ 履歴管理ブロックの、各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

２ 履歴返戻理由データは複数記録する場合がある。 
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ウ レコード形式 

（ア） レコード形式は可変長レコードとし、各レコードの末尾には改行コードを記録する。 

 

（イ） レコードにおける各項目間は、項目の区切りを示す１バイトの文字列（以下「コンマ」という。）で区切り

識別する。 

 

（ウ） 各項目は最大バイト数を規定するのみとする。項目形式が固定の項目については最大バイト数までの記録を

必須とする。項目形式が可変の項目で記録内容が最大桁数に満たない場合は、有効桁数までの記録としても差

し支えないものとする。 

モード毎の有効桁の判断は次のとおりとする。 

 

モード 有  効  桁  の  判  断 

数字モード 上位桁のゼロを除いた数字 

英数モード 有効文字以降に継続する“英数スペース”を除いた英数文字 

英数モード 

（小数点付き数字） 

上位桁のゼロ及び小数点以下の下位桁のゼロを除いた数字（小数点以下が全てゼロの場合

は小数点も除く） 

漢字モード 有効文字以降に継続する“漢字スペース”を除いた漢字文字 

 

（エ） データ及びレコードの種類は、薬局情報（薬局情報レコード）、請求データ（レセプト共通情報（レセプト

共通レコード）、レセプト情報（保険者レコード、公費レコード及び国保連固有情報レコード）、処方情報（処

方基本レコード、調剤基本レコード、医薬品レコード、特定器材レコード及びコメントレコード）、摘要欄情

報（摘要欄レコード）、基本料・薬学管理料情報（基本料・薬学管理料レコード）、履歴管理ブロック（履歴

管理情報が付された履歴請求データ、履歴返戻理由データ（返戻理由レコード）及びチェックデータ（レコー

ド管理情報レコード））及び調剤報酬請求書情報（調剤報酬請求書レコード）とする。 

  

 

（オ） 各レコードの先頭にはレコードの識別情報を記録する。ただし、履歴管理ブロックの各レコードの先頭には

履歴管理情報を記録する。 

レ コ ー ド 種 別 ﾓｰﾄﾞ ﾊﾞｲﾄ 識別情報 備     考 

薬局情報レコード ＹＫ 保険薬局単位データの先頭に記録必須 

レセプト共通レコード ＲＥ レセプト単位データの先頭に記録必須 

保険者レコード ＨＯ 医療保険レセプトの場合に記録 

公費レコード ＫＯ 公費負担医療レセプトの場合に記録 

レ
セ
プ
ト
情
報 国保連固有情報レコード ＫＨ 国保連固有情報の場合に記録 

処方基本レコード ＳＨ 医薬品の剤形、用法等を記録 

調剤情報レコード ＣＺ １調剤日単位のデータを記録 

医薬品レコード ＩＹ 医薬品を記録 

特定器材レコード ＴＯ 特定器材を記録 

処
方
情
報 

コメントレコード ＣＯ コメントを記録 

摘要欄レコード ＴＫ 摘要欄の内容を記録 

※ 

請
求
デ
ー
タ 

基本料・薬学管理料レコード 

英数 ２ 

ＫＩ 調剤基本料、薬学管理料を記録 
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レ コ ー ド 種 別 ﾓｰﾄﾞ ﾊﾞｲﾄ 識別情報 備     考 

履歴請求データ ＲＥ等  履歴管理情報の付された※請求データを記録 

返戻理由レコード ＨＲ  履歴管理情報の付された返戻理由レコードを記録 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク レコード管理情報レコード ＲＣ  審査支払機関が当該レセプトを識別する情報を記録

調剤報酬請求書レコード 

英数 ２ 

ＧＯ 保険薬局単位データの最後に記録必須 

注 国民健康保険、退職者医療又は後期高齢者医療については、医療保険を国民健康保険、退職者医療又は後期高齢

者医療と読み替える。 

 

（カ） 公費負担医療の併用の場合は公費レコードを複数記録し、「法別番号及び制度の略称表」（診療報酬請求書

等の記載要領）に示す順番により、先順位の公費負担医療を第一公費として最初に記録し、後順位の公費負担

医療を第二公費、第三公費、第四公費として順次記録する。 

 

（キ） レセプト情報は、レセプト種別毎に必要なレコードを記録する。 

レセプト種別毎のレセプト情報の記録条件は、次のとおりとする。  

レ セ プ ト 種 別 保険者レコード 公費レコード 

医療保険単独 ○ × 

医療保険と１～４種の公費負担医療の併用 ○ ○（１～４レコード記録） 

公費負担医療単独 × ○（１レコード記録） 

２～４種の公費負担医療の併用 × ○（２～４レコード記録） 

注１ 国民健康保険、退職者医療又は後期高齢者医療については、医療保険を国民健康保険、退職者医療又は後期

高齢者医療と読み替える。 

２ ○は記録必須を、×は記録不可を示す。 

 

 

エ 内容を表現する文字の符号 

内容を記録する文字の符号は、ＪＩＳⅩ０２０１－１９７６の８単位符号及びＪＩＳⅩ０２０８－１９８３の

附属書１にて規定されているシフト符号化表現（シフトＪＩＳ）によるものとする。 

なお、内容を記録する文字以外の制御符号は、次のとおりとする。 

符号名称 図形記号 １６進数 ﾊﾞｲﾄ数 用       途 

コンマ , (2C) １ 項目の区切りを表現する。 

引用符 " (22) １ 使用しない。 

改行コード  (0D)(0A) ２ レコードの区切りを表現する。 

ＥＯＦコード  (1A) １ ファイルの終わりを表現する。 

注 １６進数は、０から９及びＡからＦを括弧でくくって表現する。 
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（２） 各種レコードの記録要領に関する事項 

 

ア 薬局情報 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）の「各種レコードの記録要領に関する事項」のア「薬局情報」と

同じ。 

 

イ 請求データ 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）の「各種レコードの記録要領に関する事項」のイ～カと同じ。 

 

ウ 履歴管理ブロックの記録要領に関する事項 

履歴管理ブロックには履歴管理情報として、各レコード先頭にデータ識別、行番号及び枝番号を記録する。 

 

（ア） 履歴請求データ 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

データ識別 数字 ２ 可変 データ識別コード（別表１８）を記録する。 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

請求データ 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）の「各

種レコードの記録要領に関する事項」のイ～カと同

じ。 

 

 

（イ） 履歴返戻理由データ 

返戻理由レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目

形式
記  録  内  容 備  考 

データ識別 数字 ２ 可変 データ識別コード（別表１８）を記録する。 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

返戻理由データ 
第２章－４－（２）－ウの「返戻理由データ」の

「返戻理由レコード」と同じ。 

 

 

（ウ） チェックデータ 

レコード管理情報レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目

形式
記  録  内  容 備  考 

データ識別 数字 ２ 可変 データ識別コード（別表１８）を記録する。 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “RC”を記録する。 

管理情報 英数 100 可変
審査支払機関が当該レセプトを識別する情報を記

録する。 

 

 

 

エ 調剤報酬請求書情報 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）の「各種レコードの記録要領に関する事項」のキ「調剤報酬請求

書情報」と同じ。 
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各種コードに関する事項 
 
別表１～別表１６は一次請求記録条件仕様の「各種コードに関する事項」と同じ。 

 

 

別表１７ 返戻区分コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内  容 

１ 事務上の返戻 

２ 審査上の返戻 返戻区分コード 

３ 特別審査上の返戻 

 

 

別表１８ データ識別コード 
コ ー ド 名 コ ー ド 内  容 

データ識別コード ８ 保険薬局への返戻 

 

 


